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介護老人保健施設セージュ新ことに 
介護予防通所リハビリテーション・指定通所リハビリテーション利用約款 

                 
（約款の目的） 

第１条  介護老人保健施設セージュ新ことに（以下「当施設」という。）は、要支援状態又は

要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令

の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るように介護予防通所リハビリテーション・指定通所リハビリテーションを提供し一

方、利用者及び利用者を扶養する者（以下「身元引受人」という。）は、当施設に対し

そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを本約款の目的とし

ます。 

（適用期間） 

第２条  本約款は、利用者が介護老人保健施設 予防介護通所リハビリテーションおよび指定

通所リハビリテーション利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但

し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

  ２  利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１及び別紙２の改訂が行われない

限り、初回利用時の介護老人保健施設予防介護通所リハビリテーションおよび指定通

所リハビリテーション利用同意書提出をもって繰り返し当施設を利用することができ

るものとします。 

（利用者からの解除） 

第３条  利用者及び身元引受人は、当施設に対し利用中止の意思表示をすることにより、利

用者の居宅サービス計画にかかわらず、本契約に基づく介護予防通所リハビリテーシ

ョン・指定通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、こ

の場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成

者に連絡するものとします。 

但し、利用者が正当な理由なく介護予防通所リハビリテーション・指定通所リハビ

リテーション実施中に利用中止を申し出た場合については、原則基本料金及びその他

ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。 

（当施設からの解除） 

第４条  当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には本約款に基づく通所

リハビリテーションの利用を解除・終了することができます。 

 ① 利用者が要介護認定において「自立」と認定された場合 

 ② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合 

 ③ 利用者及び身元引受人が本約款に定める利用料金を１ヶ月以上滞納し、その支払い                                                               

を督促したのにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 

 ④ 利用者の病状、心身状態等が悪化し、当施設での適切な介護予防通所リハビリテー

ション・指定通所リハビリテーションサービスの提供を超えると判断された場合 

 ⑤ 利用者又は身元引受人が、当施設、当施設の職員又は他の通所者等に対して、利用

継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

 ⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させ

ることができない場合 
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（利用料金） 

第５条  利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリ

テーションサービスの対価として、運営規程、別紙に定める「介護予防通所リハビリ

テーション・指定通所リハビリテーション利用料金表」の料金をもとに計算された月

ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計

額を支払う義務があります。但し、居宅サービス提供表に位置づけられた１－２時間

（短時間リハ）のサービス利用時は、日常生活用品費を頂かないことがあります。ま

た、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更するこ

とがあります。 

  ２  当施設は、利用者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請

求書及び明細書を、毎月６日までに送付し、利用者及び身元引受人は、連帯して、当

施設に対し当該合計額をその月の１７日（土日祝祭日は翌営業日）にご指定の口座か

ら引き落としとなります。支払いの方法は、預金口座振替とさせて頂きます。但し、

引き落とし出来なかった場合は、その月分を現金窓口支払いや現金振込となる場合も

ございます。利用料金については介護予防通所リハビリテーション・指定通所リハビ

リテーション運営規程の利用料金表を参照下さい。 

  ３  当施設は、利用者又は身元引受人が指定する送付先に対して、領収書を送付します。 

（記録） 

第６条  当施設は、利用者の介護予防通所リハビリテーション・指定通所リハビリテーショ

ンサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。 

  ２  当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに

応じます。但し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、

利用者の承諾があり、必要と認められる場合に限りこれに応じます。 

（身体の拘束等） 

第７条  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れ

がある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他

利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師が

その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療

記録に記載することとします。 

（秘密の保持） 

第８条  当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は身元引受人若しくはその家族等に

関する秘密を、正当な理由なく第３者に漏らしません。但し、次の各号についての情

報提供については、当施設は、利用者及び身元引受人から予め同意を得た上で行うこ

ととします。 

① 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険                        

事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報

の提供。 

② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。尚、こ

の場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

２  前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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（緊急時の対応） 

第９条  当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により受診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

  ２  当施設は、利用者に対し、当施設における介護予防通所リハビリテーション・指定

通所リハビリテーションサービスでの対応が困難な状態又は専門的な医学的対応が必

要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

  ３  前２項の他、施設利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者

及び身元引受人が指定する者に対し緊急に連絡します。また、専門的な緊急医療を要

する状態に陥ったときは、身元引受人への連絡の前に専門医療機関に転送することが

あります。 

  ４    介護予防通所リハビリテーション・指定通所リハビリテーションのサービス提供に

より事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共に必要

な措置を講じます。 

（要望又は苦情等の申し出） 

第１０条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する介護施設サービスに対しての要望又は

苦情等について、管理者に文書、電話、口答等で申し出ることができます。施設内に

は「ご意見箱」を用意し、苦情、ご意見等を受付けております。苦情については図１

に示したように誠意を持って対応いたします。 

（賠償責任） 

第１１条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者

が損害を被った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。 

   ２  利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引

受人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

  ３  事情により利用者が現金を保持される場合、原則として上限を 3,000 円とします。

また、保持している現金や PC・タブレット・スマホなどの貴重品を紛失した場合、

当施設での保障、責任は負えません。 

（利用契約に定めのない事項） 

第１２条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











（令和7年5月1日現在）

1割負担 2割負担 3割負担

2,307円/月 4,613円/月 6.920円/月

4,300円/月 8,600円/月 12,900円/月

1割負担 2割負担 3割負担

204円/月 407円/月 611円/月

153円/月 305円/月 458円/月

163円/月 326円/月 489円/月

489円/月 977円/月 1465円/月

51円/月 102円/月 153円/月

21円/月 41円/月 61円/月

5円/月 10円/月 15円/月

572円/月 1,143円/月 1,715円/月

41円/月 82円/月 122円/月

244円/月 488円/月 732円/月

611円/回 1,221円/回 1,831円/回

90円/月 179円/月 269円/月

179円/月 358円/月 537円/月

洗濯料（業者外注）　　　 掲示料金表参照 　　おむつ使用料

写真代　　　　　　　　　　　1枚　30円 　　　　紙おむつ　　　　　60円　　　　　Mパンツ　　　 150円

延長料金　　　　　　　 　　1時間　3,000円 　　　　尿取りパット　　　40円　　　　　Lパンツ　　　　150円　　

　　　　リハビリパンツ  　150円

5,500円

1,100円

5,500円

5,500円

16,500円

〇口腔機能向上加算（Ⅰ）

〇一体的サービス提供加算

要支援２

２．その他の利用料金・加算など
加　　　算

〇栄養改善加算

介護老人保健施設セージュ新ことに

介護予防通所リハビリテーション利用料金表
1．月　額　基　本　料　金

要支援１

その他利用料・費用

〇サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
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　 口腔機能向上加算（Ⅱ）

〇口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

〇栄養アセスメント加算

〇口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

教養娯楽費　　　　　　　　材料費は実費負担となります

食費　　　　　　　　　　　　 900円/日（生活保護受給者は450円/日）

死亡診断書（生命保険会社用） 　　　　　※2通目以降はそれぞれ2,200円

文書料
健康診断書

入所証明書、使用証明書

生命保険会社用の証明書、診断書など

死亡診断書（行政機関提出用）

　　・要支援１

　　・要支援２

〇介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金及び利用した加算の合計に86/1000に相当する単位数を加算

〇生活行為向上リハビリテーション実施加算（6カ月以内）

〇科学的介護推進体制加算

〇若年性認知症利用者受入加算

〇退院時共同指導加算



（単位：円　令和7年5月1日現在）

介護度 提供時間 1割負担 2割負担 3割負担

1時間以上2時間未満 376 751 1,126

2時間以上3時間未満 390 779 1,169

3時間以上4時間未満 495 989 1,483

4時間以上5時間未満 563 1,125 1,688

5時間以上6時間未満 633 1,265 1,898

6時間以上7時間未満 728 1,455 2,182

7時間以上8時間未満 775 1,550 2,325

1時間以上2時間未満 405 810 1,215

2時間以上3時間未満 447 893 1,340

3時間以上4時間未満 575 1,150 1,724

4時間以上5時間未満 653 1,306 1,959

5時間以上6時間未満 751 1,501 2,252

6時間以上7時間未満 865 1,729 2,594

7時間以上8時間未満 919 1,837 2,755

1時間以上2時間未満 437 873 1,309

2時間以上3時間未満 507 1,013 1,520

3時間以上4時間未満 654 1,308 1,962

4時間以上5時間未満 743 1,485 2,228

5時間以上6時間未満 867 1,733 2,600

6時間以上7時間未満 998 1,996 2,993

7時間以上8時間未満 1064 2,128 3,192

1時間以上2時間未満 466 932 1,398

2時間以上3時間未満 565 1,129 1,694

3時間以上4時間未満 756 1,512 2,267

4時間以上5時間未満 859 1,717 2,575

5時間以上6時間未満 1004 2,008 3,012

6時間以上7時間未満 1,157 2,313 3,469

7時間以上8時間未満 1,236 2,472 3,707

1時間以上2時間未満 500 999 1,498

2時間以上3時間未満 623 1,245 1,868

3時間以上4時間未満 857 1,713 2,569

4時間以上5時間未満 974 1,947 2,920

5時間以上6時間未満 1,139 2,278 3,417

6時間以上7時間未満 1,312 2,624 3,936

7時間以上8時間未満 1,403 2,805 4,208
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要介護3

要介護4

要介護5

介護老人保健施設セージュ新ことに

通所リハビリテーション利用料金表
1．日　額　基　本　利　用　料　金

要介護１

要介護2



1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

〇リハビリテーション体制加算 〇入浴介助加算（Ⅰ） 41円/回 82円/回 122円/回

　　・３時間以上４時間未満利用の場合 13円/日 25円/日 37円/日 〇栄養アセスメント加算 51円/月 102円/月 153円/月

　　・４時間以上５時間未満利用の場合 17円/日 33円/日 49円/日 〇栄養改善加算 204円/回 407円/回 611円/回

　　・５時間以上６時間未満利用の場合 21円/日 41円/日 61円/日 〇口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　6月に1回限度 21円/回 41円/回 61円/回

　　・６時間以上７時間未満利用の場合 25円/日 49円/日 74円/日 〇口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）　6月に1回限度 5円/回 10円/回 15円/回

　　・７時間以上利用の場合 29円/日 57円/日 86円/日 〇口腔機能向上加算（Ⅰ）　 153円/回 305円/回 458円/回

〇短期集中個別リハビリテーション加算 112円/回  336円/回 〇口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 158円/回 316円/回 473円/回

〇認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 244円/回 488円/回 732円/回 〇口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 163円/回 326円/回 489円/回

〇認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 1,953円/月 3,906円/月 5,858円/月 〇退院時共同指導加算 611円/回 1,221円/回 1.831円/回

〇若年性認知症利用者受入加算 61円/日 122円/日 183円/日 〇重度療養管理加算 102円/日 204円/日 306円/日

〇リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 〇中重度者ケア体制加算 21円/日 41円/日 61円/日

　　・同意日の属する月から6月以内 603円/月 1,206円/月 1,809円/月 〇サービス提供体制強化加算Ⅰ 23円/日 45円/日 67円/日

　　・6月超 278円/月 556円/月 833円/月 〇科学的介護推進体制加算 41円/月 82円/月 122円/月

〇リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 〇移行支援加算 13円/日 25円/日 37円/日

　　・同意日の属する月から6月以内 807円/月 1,613円/月 2,420円/月 〇事業所が送迎を行なわない場合（片道につき） 48円減額 96円減額 144円減額

　　・6月超 481円/月 962円/月 1,443円/月 〇理学療法士等体制強化加算 31円/日 61円/日 92円/日

上記に加えて 上記に加えて 上記に加えて 　　（1時間以上2時間未満を利用の場合）

275円 549円 824円

〇生活行為向上リハビリテーション実施加算　6月以内 1,272円/月 2,543円/月 3,814円/月

教養娯楽費　　　　　　　　　　材料費は実費負担

　　　おむつ使用料
　　　　　　紙おむつ　　　　　　　　60円　　　　　　　Mパンツ　　　　　　150円
　　　　　　尿取りパット　　　　　　40円　　　　　　　Lパンツ　　　 　　　150円　　
　　　　　　リハビリパンツ　　 　　150円

健康診断書 死亡診断書（行政機関提出用）
入所証明書、使用証明書 死亡診断書（生命保険会社用）
生命保険会社用の証明書、診断書など

食費　　　　　　　　　　　　　　 900円/日（生活保護受給者は450円/日）
洗濯料（業者外注）　　　　　 掲示料金表参照

２．その他の利用料金・加算など（通所リハビリテーション）

加　　　算

基本料金及び利用した加算の合計に
86/1000に相当する単位数を加算

〇介護職員等処遇改善加算（Ⅰ)　

その他利用料・費用

※上記（イ）～（ハ）について医師が利用者ま
たはその家族に説明した場合

写真代　　　　　　　　　　　　　1枚　30円
延長料金　　　　　　　　　 　　1時間　3,000円

5,500円 5,500円

文書料
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1,100円 16,500円
5,500円 ※2通目以降はそれぞれ2,200円




